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新潟市大腸がん施設検診実施要領

１　目 　 　 　 的
　　大腸がんの早期発見と早期治療を促進するため，大腸がん施設検診（以下「検診」という。）を実施し，
市民の健康の保持増進に寄与する。また，大腸がんによる死亡率を減少させることを目的とする。

２　対 　 象 　 者
　⑴　新潟市に住民票があり，40歳以上で職場等で受診の機会のない者。年齢は，年度末に達する年齢とす

る。ただし，市長が必要と認める場合はこの限りではない。
　⑵　対象者の確認は，受診券及び健康保険証等により行う。
　⑶　上記対象者のうち，下記の者は除く。
　　ア　対象疾患で受療中の者又は経過観察中の者
　　イ　入院中の者
　　
３　受　診　回　数
　　受診回数は，同一人につき年1回とする。

４　実　施　期　間
　　実施期間は，毎年4月1日から翌年３月31日までとする。

５　検　診　機　関
　　検診機関は，検診を行う旨を新潟市医師会長に新潟市各種施設検診実施医療機関申請書により申請した医
療機関等（以下「委託医療機関」という。）とする。

６　受　診　方　法
　　受診者は，受診券及び健康保険証を持参し，委託医療機関で受診する。
　　委託医療機関は，受診券の整理番号を新潟市大腸がん検診個人記録票（以下「個人記録票」という。）の整
理番号の欄に必ず記載する。併せて，受診券に受診年月日と医療機関名を記載する。記載もれにより，受
診者が重複受診した場合，支払いは行わない。

７　検診に関する費用
　⑴　検診料
　　　検診料は，別に定める委託契約書のとおりとする。
　⑵　一部負担額
　　ア　40歳及び70歳以上　無料
　　イ　41〜69歳　　　　　1,000円（新潟市国民健康保険加入者は，500円とする。）
　　　ただし，受診者が次に掲げる者で，証明書の提出のあった場合は徴収しない。
　　　ａ　生活保護法による被保護者
　　　ｂ　市民税非課税世帯に属する者
　　　ｃ　65〜69歳で後期高齢者医療制度に加入している者
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　⑶　一部負担額の納付
　　　受診者が，直接，受診した委託医療機関に支払う。

８　検　診　方　法
　　検診項目は，問診及び便潜血検査とする。検診の結果，要精密検査となった場合は，原則として内視鏡検
査を必ず受けるように事前に説明する。
　⑴　問　診
　　　問診は，個人記録票を用いて行う。
　⑵　便�潜�血�検�査
　　ア　便潜血検査は，免疫便潜血検査（定量）を用い，カットオフ値は150ng/mlとする。採便回数は２日法（２

検体）とする。１検体のみの請求については支払いは行わない。ただし，やむをえない事情があり採便
できない場合は個人記録票の下のスペースに理由の記載を必須とする。

　　イ　採便容器を配付する際には，採便方法，採便量，回収までの検体保存法（冷所での保管）等について
の説明を行う。

　　ウ　検体の回収は，２検体目採取の即日回収が望ましいが，不可能な場合でもできるだけ短期間とする。
また，採便から測定までの日数が採便日を含め４日を超えないようにする。回収時及び回収後の温度
管理にも十分注意する。また，郵送による検体回収は行わない。なお，排便がない等の理由で，同時
に２検体を提出できなかった場合は，１検体でも提出させ，２検体目は後日あらためて提出させる。

９　指　導　区　分
　　指導区分は，便潜血検査結果により判定し「便潜血陰性」及び「要精検」とする。
　　なお，要精検者には，再度の便潜血検査はせずに速やかに精密検査に移行する。
　　大腸がんからの出血は，一般的に間欠的といわれており，２日２検体のうち１日１検体でも陽性と判定さ
れた者は，精密検査の対象とする。
　⑴　便潜血陰性
　　　便潜血検査の結果が陰性であっても，小さな早期がんで出血が微量な場合は，陰性となることも有り得
る点や今後の新たながんの発生も考えられる点等から，翌年の受診も勧めるとともに検診後に顕出血，便
の狭小化等の自覚症状を認め，必要と思われる場合には速やかに医療機関を受診するように指導する。

　⑵　要精密検査
　　　委託医療機関は，「大腸がん検診精密検査協力医療機関」を参考にして，原則として「全大腸内視鏡検
査」の実施可能な医療機関を紹介し，必ず精密検査を受診するよう指導する。

　　　ただし，全大腸内視鏡検査の実施が難しい事情がある場合に限っては，「Ｓ状結腸内視鏡検査と注腸Ｘ
線検査」の併用検査が適当であることから推奨する。

　　　（なお，注腸Ｘ線検査の単独実施は国の精密検査方法の指針に沿って推奨できない。）
　
10　検診結果の通知
　　委託医療機関は受診者が訪医の際，個人記録票Ⓒ（大腸がん検診結果のお知らせ）を用いて，結果を通知
する。
　⑴　便潜血陰性（精検不要）
　　　委託医療機関は，前項の指導区分にしたがって通知する。
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　⑵　要精密検査
　　　委託医療機関は，精密検査を受診するように指導する。
　　　受診の際には，必ず大腸がん検診精密検査依頼書兼結果通知書（以下「依頼書兼結果通知書」という。）
を持参させる。

11　検診費用（市負担分）の請求と支払
　　委託医療機関は，検診の翌月15日までに，新潟市医師会長へ個人記録票及び胃がん・大腸がん・前立腺が
ん・肝炎ウイルス検診集計表（以下「集計表」という。）を提出する。
　　新潟市医師会長は，各委託医療機関から提出された個人記録票及び集計表について点検を行ったうえ，検
診の翌月末までに所定の請求書に全委託医療機関分の個人記録票及び集計表を添えて市長に提出する。
　　市長は，新潟市医師会長から請求を受けた場合において，請求書等を審査のうえ適当と認めたときは，速
やかにその費用を支払う。

12　事後指導及び報告
　⑴　委託医療機関は，個人記録票に基づき，要精密検査者を把握し，精密検査の受診勧奨，その他必要な
保健指導を行う。

　⑵　精密検査医療機関は，精密検査受診者の確定診断の結果が判明しだい，速やかに新潟市医師会に依頼書
兼結果通知書ⒶⒷを送付する。

　　　　Ⓐ　精検医療機関→新潟市医師会
　　　　Ⓑ　精検医療機関→新潟市医師会→検診医療機関
　　　　Ⓒ　精検医療機関（控）
　　・精密検査結果（ⒶⒷ）は，新潟市医師会メジカルセンターが受理した後，Ⓑを検診医療機関に送付する。
　　・検診医療機関は，精密検査結果が戻らない場合には，受診者に精密検査を受けたかどうかの確認を

する。
　　　新潟市医師会は，精密検査の結果を逐次，市長に報告する。
　⑶　市長は，精密検査で「がん」又は「がんの疑い」と診断された者について，新潟市医師会に疫学調査を
委託する。新潟市医師会は，疫学調査の結果を速やかに市長に報告する。

13　委託契約の方法
　　委託医療機関については，新潟市医師会と新潟市が一括契約を行う。

14　精密検査の実施
　⑴　精密検査は，保険診療とする。
　⑵　大腸がん検診精密検査協力医療機関は別紙参照。

15　データ管理
　　新潟市保健所情報システムで管理する。

16　その他
　　その他，新潟市大腸がん施設検診の実施にあたり必要な事項は別に定める。
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附　　則
（適用期日）
１　この要領は，平成２年４月１日から適用する。
　　（生活保護法による生活扶助を受けている世帯等に関する特例）
２　平成25年７月31日に生活保護法（昭和25年法律第144号）による生活扶助（以下「生活扶助」という。）を
受けている者である場合で「生活保護法（昭和25年法律第144号）第８条第１項の規定に基づき，生活保護
法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）の一部を次のように改正し，平成25年８月１日から適
用する。」（平成25年５月16日　厚生労働省告知第174号）により生活扶助を受ける者でなくなった者につい
ては，平成26年３月31日までの間は，生活扶助を受けている者とみなして，第７条第２号イのａの規定を適
用する。
３　平成26年３月31日において現に生活保護法による生活扶助（以下「生活扶助」という。）を受けている者
である場合で，平成26年厚生労働省告示第136号による改正前の生活保護法による保護の基準（昭和38年厚
生省告示第158号）に規定する基準により算定したならば同日後も生活扶助を受ける者については，平成26
年４月１日から平成27年３月31日までの間は，生活扶助を受けている者とみなして，第７条第２号イのａの
規定を適用する。
４　平成27年３月31日において現に生活保護法による生活扶助（以下「生活扶助」という。）を受けている者
である場合で，平成26年厚生労働省告示第136号による改正前の生活保護法による保護の基準（昭和38年厚
生省告示第158号）に規定する基準により算定したならば同日後も生活扶助を受ける者については，平成27
年４月１日から平成28年３月31日までの間は，生活扶助を受けている者とみなして，第７条第２号イのａの
規定を適用する。

附　　則
　この要領は，平成４年４月１日から適用する。
　この要領は，平成５年４月１日から適用する。
　この要領は，平成６年４月１日から適用する。
　この要領は，平成７年４月１日から適用する。
　この要領は，平成８年４月１日から適用する。
　この要領は，平成９年４月１日から適用する。
　この要領は，平成10年４月１日から適用する。
　この要領は，平成11年４月１日から適用する。
　この要領は，平成12年４月１日から適用する。
　この要領は，平成13年４月１日から適用する。
　この要領は，平成15年４月１日から適用する。
　この要領は，平成17年４月１日から適用する。
　この要領は，平成18年４月１日から適用する。
　この要領は，平成19年４月１日から適用する。
　この要領は，平成20年４月１日から適用する。
　この要領は，平成22年４月１日から適用する。
　この要領は，平成23年４月１日から適用する。
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　この要領は，平成24年４月１日から適用する。
　この要領は，平成25年４月１日から適用する。
　この要領は，平成25年８月１日から適用する。
　この要領は，平成26年４月１日から適用する。
　この要領は，平成27年４月１日から適用する。
　この要領は，平成28年４月１日から適用する。
　この要領は，平成29年４月１日から適用する。
　この要領は，平成30年４月１日から適用する。
　この要領は，平成31年４月１日から適用する。
　この要領は，令和２年４月１日から適用する。
　この要領は，令和４年４月１日から適用する。
　この要領は，令和５年４月１日から適用する。
　この要領は，令和６年４月１日から適用する。
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※大正・昭和・西暦

Ⓐ

　
実
施
医
療
機
関
↓
市
医
師
会
↓
新
潟
市
（
請
求
用
）

※受診券に記載の年齢をご記入ください
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大正・昭和・西暦
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大腸がん検診精密検査依頼書兼結果通知書
　　　　年　　月　　日
新 潟 市 長　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　���
病医院御中

�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　依頼医療機関名・医師名

　　　　　本書持参の方は，大腸がん検診（免疫便潜血検査）の結果，精密検査が必要と指示致し
　　　　ました。ご多忙中恐縮に存じますが，ご高診下さいますようお願い申し上げます。

��

　　　　　つきましては，検査結果を下記の欄にご記入の上，お手数でもこの結果通知書を，
　　　　新潟市医師会へお送りくださいますよう併せてお願い申し上げます。

��精検受診日　　　　　年　　月　　日

【検査術式】
１．全大腸内視鏡　　２．Ｓ状結腸内視鏡+注腸Ｘ線
【生　　検】
１．施行せず　　　　２．施行（Group：１，��２，��３，��４，��５）
【診 断 名】　　　　
１．異常なし
２．大腸がん　※転移性は含まない
　�（ア．進行がん　イ．早期がん　ウ．深達度不明がん　エ．がんの疑い又は未確定）
３．大腸腺腫（ア．直径10㎜以上　　イ．直径10㎜未満）　４．その他のポリープ　　５．大腸憩室　
６．潰瘍性大腸炎　　７．クローン病　　８．その他（病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※転移性の大腸がん，カルチノイドを含む
【指示事項】
１．不　要　　２．要観察：ア．１か月後　　イ．３か月後　　ウ．６か月後　　エ．１年後
３．要治療：ア．自院で治療　　イ．精査または治療のため他の医療機関を紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　�（病医院名　　　　　　　　　　　　　）
【治 療 法】
１．なし　�２．手術　�３．内視鏡的治療（切除）　�４．その他（　　　　　　　　　　　　　��　　）
【その他参考事項】

医療機関名
・

医　 師　 名

＊
　

検討会

　　　年　　　月　　　日
担当医師

連絡先　�新潟市医師会メジカルセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒950−0914　新潟市中央区紫竹山３丁目３番11号　電話025−240−4134

Ⓐ
　
精
検
医
療
機
関
→
市
医
師
会
（
結
果
連
絡
用
）

フ リ ガ ナ

患 者 名

性別
生年

月日

　

��年　　　�月　　�　日生
（　�　歳）

男
・
女

住　　所
新潟市　　　　�　区

便潜血検査
結　 果

（１回目） 　　　年　　　月　　　日（要精検　・　陰性）
（２回目） 　　　年　　　月　　　日（要精検　・　陰性）
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大腸がん検診精密検査協力医療機関
（令和6年2月現在）

医 療 機 関 名 住　　　　　所 電話番号
精密検査方法

全大腸 S状＋注腸
北　区
サトウクリニック新崎 北区新崎１－17－17 259－3109 ○

厚生連	豊栄病院 北区石動１－11－１ 386－2311 ○

東　区

上原消化器内科クリニック 東区粟山３－７－８ 276－2180 ○

木戸病院 東区竹尾４－13－３ 273－2175
（コールセンター） ○ ○

桑名病院 東区河渡甲140 273－2251 ○

新潟臨港病院 東区桃山町１－114－３ 274－5331 ○

もとやま内科クリニック 東区海老ヶ瀬3012 250－3311 ○

中央区

秋田内科放射線科クリニック 中央区出来島１－６－１
メディカルビル県庁前３F 281－1050 ○ ○

あずみクリニック 新潟市中央区鳥屋野２－５－23 288－1211 ○

黒川医院 中央区礎町通上１ノ町1920 223－4727 ○ ○

新井内科・消化器科クリニック 中央区川岸町２－８－２ 378－2611 ○

くわな内科クリニック 中央区有明大橋町３－30 232－1700 ○
県立がんセンター新潟病院
（※完全紹介予約制） 中央区川岸町２－15－３ 234－0555 ○

杉村クリニック	 中央区新和１－３－29 385－7580 ○

てらしま外科内科クリニック 中央区万代3－１－1
新潟日報メディアシップ	3F 246－1800 ○

新潟市民病院 中央区鐘木463－７
　（電話予約11:00－16:00	前日までに要予約）

281－6600
（予約センター） ○

新潟中央病院 中央区新光町１－18 285－8811 ○

新潟万代病院 中央区八千代２－２－８ 244－4700 ○

新潟南病院 中央区鳥屋野2007－６ 284－2511 ○ ○

日本歯科大学新潟病院 中央区浜浦町１－８ 267－1500 ○

みどり病院 中央区神道寺２－５－１ 244－0080 ○

プラーカ中村クリニック 中央区笹口１－１プラーカ１　２F 240－0426 ○

ぷらっと本町クリニック 中央区本町通６番町1108－１
ぷらっと本町ビル４Ｆ 222－1241 ○ ○

やなぎさわクリニック 中央区長潟２－３－１ 287－1555 ○

古町ルフル消化器内科クリニック 中央区古町通7番町1010
古町ルフル2F 228－5550 ○

江南区

亀田第一病院 江南区西町２－５－22 382－3111 ○

斎藤内科・消化器科医院 江南区城所１－７－11 383－3110 ○

堀クリニック 江南区船戸山４－９－20 382－3031 ○

丸山診療所 江南区丸山472－１ 278－5100 ○

栗田クリニック 江南区荻曽根４－１－７ 385－6512 ○
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医 療 機 関 名 住　　　　　所 電話番号
精密検査方法

全大腸 S状＋注腸

秋葉区

下越病院 秋葉区東金沢1459－１ 0250－22－4711 ○ ○

小堺医院 秋葉区小須戸106－３ 0250－38－2665 ○

鈴木内科医院 秋葉区小須戸401－２ 0250－61－1155 ○

坪田医院 秋葉区車場４－11－68 0250－22－0555 ○ ○

新津医療センター病院 秋葉区古田610 0250－24－5311 ○

まふね内科クリニック 秋葉区朝日213－１ 0250－21－2555 ○

吉村医院 秋葉区中野２－19－18 0250－24－8558 ○

南　区

新潟白根総合病院 南区上下諏訪木770－１ 372－2191 ○ ○

杉山内科医院 南区清水250－２ 375－3009 ○

広川医院 南区西笠巻66－２ 373－3221 ○

西　区

信楽園病院 西区新通南３－３－11 260－8200 ○

すがはら消化器内科クリニック 西区内野西が丘３－24－20 264－2722 ○

田沢内科医院 西区山崎1145 239－2041 ○

新潟医療センター 西区小針３－27－11 232－0111 ○

樋口内科消化器科医院 西区五十嵐２の町8218－23 262－0200 ○

藤田内科消化器科医院 西区善久108－２ 379－1288 ○

米山クリニック	消化器内科・内科 西区小新南２－１－79 378－3344 ○

わたなべ内科・青山クリニック 西区青山１－２－21 232－5588 ○

西蒲区

五十嵐医院 西蒲区小吉1074－１ 375－5670 ○

たかぎクリニック 	西蒲区前田331－１ 0256－73－7425 ○

西蒲中央病院 西蒲区旗屋731 0256－88－5521 ○

新潟市外

県立吉田病院 燕市吉田大保町32－14 0256－92－5111 ○ ○

全大腸	―	全大腸内視鏡検査
Ｓ状＋注腸	―	Ｓ状結腸内視鏡検査及び注腸Ｘ線検査


